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鹿児島県知事 塩 田 康 一 殿

中種子町長 田渕川 寿 広

「馬毛島基地（仮称）建設事業に係る環境影響評価準備書」

に対する環境の保全の見地からの意見について（回答）

令和４年６月２７日付け環林第１０４７－２号で照会のありました環

境影響評価準備書に対する町長意見は下記のとおりです。

記

１ 全般的事項

馬毛島基地（仮称）建設事業に係る環境影響評価準備書の記載内

容は、航空機騒音に関するものも含め、適当であると考えるので、

当該内容に沿って、環境保全措置を講じつつ、馬毛島における施設

整備を進めていただきたい。

また、工事中及び運用開始後に実施することとしている事後調査

等について、適時・適切に情報提供していただきたい。

２ 個別事項

騒音（航空機騒音）

ＦＣＬＰの際に、示された経路を外れることはないと理解してお

り、ＦＣＬＰによる騒音は環境に影響を及ぼすレベルのものではな

いと考えられる。他方、運用開始後の３年間の環境監視調査におい

、 、 、て 当初の予測と異なる状況が確認された場合には 状況に応じて

防衛省に対して責任を持った対応を求めたい。




